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開業医を非常勤で雇い上げ、その開業医に

訪問診療を担ってもらっているなどの工夫

も見られるので、さらに地域として工夫で

きることがないのか検討していくことが必

要である。 
 
（3）急変時の対応 

 地域包括ケア病棟（病床）を保有する病院

が 6 か所、在宅療養支援病院 3 か所（うち

2か所は地域包括ケア病床も保有）があるが、

急変した在宅患者を在宅医を経由して受け

入れているのは少数に限られている。各病

院とも、基本的には在宅患者の急変時対応

が可能と回答しており、在宅医への聴取に

おいても、急変時の対応はそれほど問題な

く近隣病院で対応できているとの状況であ

ることから、現状では体制的には問題がな

いものと思われる。 
 しかし、在宅医療に参入するにあたり、急

変時の対応に懸念を持っている医師が多い

ことから、また、今後、在宅医療のニーズが

高まったときのことを考えると、地域包括

ケア病棟（病床）を保有する病院及び在宅療

養支援病院については、在宅患者の急変時

の対応が円滑に担えるように保健所からも

働きかけを継続していく必要がある。 
 
（4）看取り 

 在宅患者がほぼ横ばいであり、施設への

訪問診療が増加していることから、自宅死

亡は横ばいかやや増加、施設死亡は増加傾

向にある。 
2014 年の調査では、管内の施設のほとん

どが、希望があれば看取りに対応するとし

ており、施設で看取りを実施する上で、施設

の方針、いつでも対応できる医師の確保、職

員の理解・協力が重要であるとの結果が出

ている。その時の聞き取り調査では、職員の

多くが死の場面に居合わせた経験がなく、

「死」に対して恐れや不安を抱いているの

で、職員教育が重要であるとの指摘があっ

た。 
 

死亡場所の推移（％） 

 
 
 また、高齢者施設からの救急搬送が増え

ていることから、施設から救急隊、救急病院

への円滑な情報伝達を目的として作成した

「高齢者施設のための救急対応マニュアル」

は、入所者への看取り意向の確認が重要で

あることを含めた内容となっている。 
 このような状況を踏まえ、施設職員、ケア

マネジャー、自治体職員を中心に看取りの

研修を実施してきており、今年度はＶＲを

使用した研修を実施した。 
 さらに、今年度は、看取りに関して、ケア

マネジャーがどのような役割を果たしてい

るのかの調査を実施している。 
 今後は、施設職員等への研修に加え、管内

市と連携して、地域住民への啓発、在宅での

看取りをどのように増やしていくのかの検

討が必要だと考えている。 
 
5. おわりに 

 在宅医療の確保充実は、保健所だけの取
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り組みでは限界がある。特に、在宅医療の中

核を担う在宅医と訪問看護師の確保は、も

っと大きな仕組みの中で対応していく必要

があるのではないかと思う。 
 保健所の役割としては、現在、活動してい

る在宅医や訪問看護師などが、これからも

継続して、また、より効率的に機能できるよ

うに、地域における仕組み作りや支援方策

を関係者とともに検討していくことではな

いだろうか。 
 
資料 

1 在宅医療・在宅療養（峡東保健福祉事務所） 
https://www.pref.yamanashi.jp/kt-
hokenf/ganjouhou.html 

2 峡東地域 医療と介護の連携の手引き 
https://www.pref.yamanashi.jp/kt-
hokenf/documents/tebiki_2019.pdf 

3 高齢者施設における看取りに関する実態調査 
https://www.pref.yamanashi.jp/kt-
hokenf/documents/h26report.pdf 
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島根県における在宅医療供給量調査の実施及び調査結果をもとに
した取り組み 

雲南保健所 杉 谷  亮 
 
1. 県の概要 

 島根県は、東西に細長く延長は約 230 ㎞に

及び、島根半島の北東約 40～80 ㎞の海上には

隠岐諸島が点在するなど、気候、風土が異なる

多様な地域からなっている。 

また、中国山地が日本海まで迫り、平野に乏

しく、県土の約 8 割を林野が占めており、山

間部は千メートル級の山々を背に奥深い山地

を形成している。 

 
島根県の現状 

 

 

島根県の人口の変化 

 

 

面積は 6,708.24 ㎢で、人口は約 69 万人で

あり、高齢化率は 32.5％である。人口動態推

計では、後期高齢者数は 2030 年をピークに一

定程度増加するが、全人口、生産年齢人口の減

少が推計されている。 

 地域医療構想策定時にターゲットとされた

平成 37（2025）年について、島根県において

は、すでに平成 27（2015）年の 75 歳以上人口

割合が18.0％と、全国における平成37（2025）

年推計値である 18.1％に近い状態であり、全

国より 10 年先んじて高齢化が進んでいる。 

 

島根県の人口の推移 

 

 
高齢者の増加＝医療需要の増加 

特に大都市部で病床が不足 

 

 

また、今後の高齢者増加率は地域差が大き

く、埼玉県、千葉県等の都市部周辺地域とは異

なり、島根県の医療需要（特に急性期）は早期

にピークアウトすることが予測されている。 
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2. 関係機関等の資源 

（1）病院（平成 27 年医療施設調査） 

県内には 51 病院があり、うち 26 病院（約

51％）は松江圏域、出雲圏域に所在している。

病院入院における自圏域完結率は、松江圏域、

出雲圏域、益田圏域では 90％以上であるが、

雲南圏域、大田圏域は約 60％と他圏域への患

者流出が多い状況である。 

 

（2）診療所（平成 27 年医療施設調査） 

県内には 723 診療所があり、うち 410 診療

所（約 57%）は松江圏域、出雲圏域に所在して

いる。 

 

（3）医師数（平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査） 

人口 10 万人に対する医師数は 286 人であ

り、全国の 252 人を上回っているが、松江圏

域（263 人）、出雲圏域（467 人）に医師が多

く、雲南圏域（142 人）等は非常に少ない状況

である。 

 

3. 島根県における地域医療構想の進め方 

（1）県庁医療政策課を事務局とする医療審議

会及びその下部に設置した専門部会（急性

期、慢性期）における議論により、県内 7圏

域を構想区域に決定した。県庁からは、2025

年推計値とその他のデータが示された。 

 

地域医療構想に関する会議等 

 

 

（2）各圏域に保健所を事務局とする地域医療

構想調整会議（保健医療対策会議、医療介護

連携部会等）を位置付け、圏域における地域

医療構想を策定した。圏域での検討の進め

方については、ほぼ各保健所に任されたが、

必要時には、医療政策課の担当者も圏域の

会議に参加した。 

 

（3）平成 28 年 10 月、島根県地域医療構想が

策定された。 

 

島根県の必要病床数推計 

 

 

医療提供体制の構築の方向性 

 

 

（4）策定後は、各圏域において地域医療構想

調整会議を開催し、病床機能報告結果の共

有等、継続的に議論をしており、毎年進捗状

況を県庁医療政策課が集約している。 
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構想区域毎の現状と課題（2019 年度まとめ） 

 

 

 

4. 在宅医療供給量調査の実施 

（1）調査の趣旨 

高齢化の進展や、地域医療構想を踏まえた

病床機能の見直しにより、今後、施設等を含む

在宅における高齢者の医療需要の増加が見込

まれることが明らかとなった。一方、在宅医療

の中心となる訪問診療を行っている診療所医

師の高齢化や後継者不足から、今後の在宅医

療の供給体制の維持が危惧された。 

こうした中、圏域ごとに今後の在宅医療の

需要と供給を見込み、予想される供給不足へ

の対応を検討する契機とするために、兵庫県

丹波圏域で実施されたアンケート調査を参考

に、県庁・全保健所が事務局となり、医師会や

医療機関の協力を得て全県対象のアンケート

調査を行うこととした。もちろん、厚労省等が

提供している既存データを活用することによ

り、在宅医療の提供実績を把握することは可

能であるが、将来の需要・供給を予測するため

にはアンケート調査の実施が必要と判断し、

県庁高齢者福祉課の調整により実現に至った。 

アンケート調査は保健医療計画を策定する

際に実施している医療機能調査にあわせて実

施することとした。島根県は、保健医療計画圏

域編や地域医療構想（圏域部分）の策定・進行

管理のための会議の事務局を保健所が担って

いることから、今回の在宅医療に関する調査

を実施する際にも、全保健所において円滑に

取り組むことができたと思われる。 

なお、今回の調査結果は、あくまでも調査時

点での各医師の主観（感覚）により8年後（2025

年）の予想を回答いただいたものである。未記

入や不明も含んでおり、必ずしも実態を正確

に表した数値ではないことに留意が必要であ

る。 

この調査の「結果分析と対応検討」「医師会、

病院、市町村等への情報提供と連携」を図るた

め、県庁内に県庁高齢者福祉課職員及び保健

所職員で構成する地域包括ケアワーキンググ

ループ（ＷＧ）を設置し、検討を進めた。 

 

在宅医療供給量調査の趣旨 

 

 

 

（2）調査の概要 

①調査時点：平成 29 年 6月 

②対象：島根県内の病院・診療所 

③調査方法：第 7 次保健医療計画策定のため

の医療機能調査にあわせて郵送等で調査票

を送付・回答 
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④回収率：病院 100％（51/51） 診療所 

81％（344/425） 

⑤調査項目 

 ・今のご自身の状況について 

 ・2025（平成 37）年（8年後）の状況につい

て 

 ※詳細は、以下のスライドを参照。 

 

在宅医療供給量調査の概要 

 

 

在宅医療供給量調査の概要 

 

 

（3）調査の結果 

①在宅医療を実施している医師の年齢層（診

療所。未記入除く） 

回答した県内の医師（292 人）の半数以上が

60 歳以上となっており、すでに高齢化が進ん

でいる。特に大田圏域や益田圏域では３分の

２が 60 歳以上。2025 年にはさらなる高齢化と

医師数の減少が危惧される。 

 

 

在宅医療を実施の医師年齢層（診療所・未記入を除く） 

 
 

②親族で2025年までに在宅医療に携わる人が

いるか（診療所） 

後継者が決まっている診療所が少なく、回

答した医師 364 人のうち 8 割は後継者がいな

いか未記入となっている。 
 

2025 年までに在宅医療に携わる後継者がいるか？ 

（診療所） 

 

 

③在宅医療を実施している診療所医師数 

2017 年と 2025 年を比較すると診療所の医

師数は県内で100人減少する。特に雲南圏域、

出雲圏域、益田圏域での減少割合が大きい。 
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④在宅医療を実施している病院数 

2017 年と 2025 年を比較すると病院数は 19

機関で、横ばいである。 

 

⑤診療所医師の夜間往診の可否 

 2017 年と 2025 年を比較すると夜間往診で

きる診療所医師は県内で 78 人（43％）減少す

る。 

 

 

⑥病院の夜間往診の可否 

2017 年と 2025 年を比較すると夜間往診で

きる病院は微増するものの総数としては 9 機

関に留まる。 

 

 

⑦受け持つ在宅療養患者数（何人診ることが

できるか） 

 2017 年と 2025 年を比較すると診療所は減

少する一方で、病院は増加する。しかし総数と

しては 1223 人減少する。圏域別にみると、雲

南圏域（543 人→231 人）、益田圏域（491 人→

303 人）の減少が大きい。 

 
 

 

（4）在宅医療の需要と供給 

2013 年の訪問診療実績（需要＝供給）、2017

年供給（今回調査）、2025 年供給見込み（今回

調査）、2025 年医療需要（地域医療構想上の推

計（訪問診療＋追加的需要 ））を比較すること

により、需給ギャップを明らかにした。 
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在宅医療の需要と供給 

 

2025 年において全県で需給ギャップが拡大

する。また、圏域により大きく状況が異なる。

松江圏域では供給はそれほど減らないものの、

需要が大きく増える。一方、雲南圏域では、需

要は伸びないものの供給が大きく減少する見

込みである。 

在宅医療の需要と供給 

 

 

（5）在宅医療の供給不足への対応 

医師会等の関係機関と協議の上、ＷＧとし

て、次の 7 つの対応（案）を報告書にまとめ

た。こうした対応を地域の実情に応じて実施

することで在宅医療の需給ギャップを少なく

していくことが必要である。 

（需要減） 

(1)住民への啓発と協力（健康増進・互助）に

より中重度者の医療・介護へ注力 

（移送・集住） 

(2)移送サービスによる通院支援（外来対応） 

(3)高齢者住宅への要介護高齢者の（季節的な）

集住 

（供給増） 

(4)訪問診療を行う（高齢）医師を維持・増加 

(5)在宅療養（後方）支援病院と在宅医の連携

拡大 

(6)病院からの訪問診療の増加 

(7)訪問看護・介護と在宅医の連携（訪問頻度

の減） 

在宅医療の供給不足への対応 

 

 

5. 地域医療構想実現に向けた保健所の

動き 

調査結果と対応（案）を元に、平成 29 年度、

県内すべての圏域で、保健医療対策会議、医療

介護連携部会等の場を活用して検討の場を持

った。これらの議論は、平成 31 年度の医師確

保計画、外来医療計画の策定にも繋がった。 

在宅医療の供給不足への対応 
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今後、こうした議論を継続すると同時に、医

療介護総合確保基金を財源に島根県が事業化

している「圏域課題解決推進事業（圏域の課題

解決を具体的に推進するための提案型事業）」

や「医療連携推進コーディネーター配置事業

（郡市医師会に在宅医療の供給についての検

討や病院・行政等との各種調整を行う人材を

配置）」を活用し、圏域を越えた連携や県全体

での対応も視野に、各圏域における課題解決

に向けて具体的な検討を進めていくことも重

要である。 

平成 31 年度には、圏域課題解決推進事業は

3圏域 3件、医療連携推進コーディネーター配

置事業は 3 圏域 4 件で取り組まれている。こ

れらの事業進捗には保健所も関与しており、

圏域の地域医療構想の推進はもとより、市町

村（保険者）の進める医療介護連携推進事業に

も寄与していると考えられる。 
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滋賀県湖東圏域における在宅医療の進め方 
 

滋賀県湖東健康福祉事務所 彦根保健所 切 手 俊 弘 

 

1. 管内の概要 

滋賀県湖東圏域は、彦根市・愛知郡愛荘

町・犬上郡豊郷町・甲良町・多賀町の 1市 2

郡 4町、人口 156,170 人（平成 31 年 1 月 1

日現在）からなり、本県の湖東地方に位置

し、区域の 3分の 1は当部山岳地域鈴鹿山系

の連山を背に，西部は琵琶湖に面してその 3

分の 2がほぼ平坦地域で、湖東平野の北部に

あり 392.16 ㎢の面積を有し、山岳から流出

する愛知川をはじめ、宇曽川・犬上川・芹川

の四大河川が琵琶湖に注いでいる。 

交通は、古くから中山道、巡礼街道、湖上交

通により開かれたが、当管内が京阪神・中京地

区の中間にあり、近畿圏の接点に位置するこ

とから名神高速道路、東海道新幹線、東海道本

線、近江鉄道と合わせ国道 8 号、306 号、307

号及び主要県道が縦横走するなど交通

要衝の地となっている。このため内陸工業の

立地的優位性を強め、彦根市や国道沿いの町

に漸次工場立地が進み、住宅団地が建設され

都市化へと移行しつつあるが、反面過疎地も

点在し都市と山村との格差も生じ、人口の移

動などもかなり顕著である。 

令和2年1月現在、管内の高齢化率は25.7％

で県（26.0％）と大差はないが、県を超える町

が 3 町あり、独居や高齢者世帯、認知症高齢

者の増加が見込まれることから、保健福祉対

策の推進、充実がますます重要になってきて

いる。 

 

 

 

2. 関係機関などの資源 

管内には 4つの病院があり、1つの市立病院

が圏域の基幹病院となり、他 3つの病院と病・

病連携を行っている。診療所医師は 111 名（医

師会登録）、病院常勤医師は 117 名（平成 29

年）で、特に診療所の医師は高齢化が進み、訪

問診療などに影響を及ぼしている。県内の他

圏域と比して、在宅療養支援診療所数が少な

く、在宅医療が拡充しない地域である。 
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病床機能報告については地域医療構想調整

会議などの影響もあり、急性期から回復期へ

の病床転換が始まっており、当圏域において

は回復期病床や慢性期病床の増加が見込まれ

ている。疾患においても特色ある病院が存在

し、病・病連携は少しずつ進んでいる。急性期

中心の病院と、回復期や慢性期中心の病院の

すみ分けもできてきている。 

 

3. 湖東圏域における在宅医療の進め方 

 高齢化も進み、地域包括ケアシステムを構

築するために、段階を経て在宅医療を推進し

てきた。 

 

（1）彦根医師会における在宅医療の実態把握 

平成 28 年、当圏域内の医師会会員対象に

在宅医療に関するアンケートを彦根医師会

が実施した。その結果、ひとつの診療所だ

けで在宅医療を行うのが困難であることが

わかった。 

 

（2）公立病院（市立病院）で在宅診療を開始 

圏域内の医師は、在宅医療が今後重要にな

ることは理解している。しかし診療所の医師

が高齢化し、診療内容も専門化しており、診療

所の医師が一人で訪問診療を行うにはかなり

の労力が必要であることがわかった。 

 

 

 

 

 

平成 28 年、公立病院(彦根市立病院)に在

宅診療科（院内標榜）を開設し、まずは病院

から地域の診療所医師が在宅診療しやすい環

境整備を行った。具体的には病院からの訪問

診療だけでなく、診療所医師が訪問診療を行

えない場合の代診や入院が必要な場合の後方

支
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援などを行った。訪問診療を契機として、診

療所から病院への紹介などにもつながり、病

院と診療所の連携（病・診連携）が深まって

きた。 

 

 

 

（3）医師会における診・診連携ネットワーク

の設立 

診療報酬改定では在宅療養支援診療所以外

の診療所が、他の医療機関との連携等により

24 時間の往診体制等を確保し、かかりつけの

患者に対して訪問診療を行う場合の評価が新

設された。また複数の疾患を有する患者に対

し、在宅の主治医の依頼を受けた他の医療機

関が訪問診療を行った場合の評価が新設され

た。在宅医療において、診療所と診療所の連携

体制（診・診連携）が重要であることがわかっ

てきた。そこで彦根医師会で在宅医療連携に

関するワーキングを設立し、診療所と診療所

の連携体制を強化していく方針で、メーリン

グリストを活用したシステムを導入した。主

治医の不在が予測される場合などに、あらか

じめメーリングリストで代診医を探すことな

どを進めている。なお保健所は医師会の在宅

医療における活動が進むように、全国の在宅

医療における情報を収集し、ワーキングを支

えた。 

 

 

（4）医師会における在宅診療部の設置 

令和元年より、圏域の医師会に「在宅診療部」

を新設した。在宅看取りの代行診療だけでな

く、圏域の在宅医療がより広く進むために、医

師会員の中で話し合う場を設置し、在宅医療

の更なる発展を検討している。 

 

4. “湖東在宅安心ネット（在宅看取り

における代診制度）”について 

訪問診療を拡充するために、診療所と診療

所の医師がつながり、在宅看取りにおける代

診制度を平成 30 年度より開始した。 “湖東

在宅安心ネット”と名称し、休日や医師の休暇

にともなう在宅看取りの体制に取り組んでい

る。 

  

（1）手順 

携帯電話やパソコンで使用できるメーリン

グリストにて、看取りの代行が必要な医師が

申請を行う。その後対応できる医師を募り、コ

ーディネータ（医師）が調整する。“患者情報

共有様式”（別紙）で情報を共有し、病状の詳

細や自宅地図などは別添する。 

 

（2）看取り代行が行えた事例 1 

Ａ医師（主治医）は、年末年始に不在のため、
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1 調査票 
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2 令和 2 年 1 月 28 ⽇、全国保健所⻑研修会 資料 
 

医療構想と包括ケアの推進における保健所の役割についての研究班 

在宅医療に関する保健所アンケートの報告 

分担事業者：兵庫県丹波保健所 逢坂 悟郎 
 
1. 目的 

地域医療構想の大目標の一つには、在宅医療の充実が掲げられているが、2025 年に向けて圏

域内の在宅医療の充実に取り組んでいる保健所は多くはないと思われる。今回は、保健所が実

施している在宅医療の充実支援の実態を明らかにする。 

2. 方法 

1）全国の保健所長を対象に、在宅医療の充実に活用可能なデータの入集手法を盛り込み、情

報提供を含めたアンケート調査を行った。調査期間は令和元年 7月 29 日～8月末日とした。 

2）先進事例の検討を行う。 

3. アンケートの回答数と回収率 

 全国の 472 保健所にアンケートを配布した結果、回答数は 260 保健所、回収率は 55％であっ

た。 

4. 調査結果 

 1）在宅医療における評価指標については、63％の保健所は何らかの在宅医療の評価指標を持

っていた。 

 2）厚労省「在宅医療にかかる地域別データ集」を活用している保健所は 25％のみであった。 

 3）管内の訪問診療医の体制に対する評価については、65％の保健所は、現在、あるいは将来

(2025 年)の在宅医療の不足に危機感を持っていた。 

 4）訪問診療医の不足に対し検討している解決策については、62％の保健所は何らかの在宅医

療充実への戦略を持っていた。 

 5）在宅医療の体制構築に関する取り組みについては、28％の保健所は行っておらず、47％の

保健所は会議や研修会の開催だけであり、在宅医療を具体的に充実させる関わり（実践的

な関わり）は 25％の保健所しかできていなかった。 

5. 調査結果のまとめ 

 1）63％の保健所は何らかの在宅医療の評価指標を持っており、65％の保健所は訪問診療医の

体制を評価しており、62％の保健所はその不足についての解決策を一定持っていた。 

 2）しかし、在宅医療の体制構築への働きかけを 28％の保健所は行っておらず、47％の保健所

は会議や研修会の開催だけで、実践的な関わりは 25％の保健所しかできていなかった。 

6. 今後の研究の方向 

 1）他県や他保健所との比較などを行うために、コアとなるデータの標準化が必要である。 

 2）成果を上げている保健所の取り組みをもとに、訪問診療供給の増加と質の向上を目指した

在宅医療体制構築に保健所が取り組める手法を、都市部と郡部等の医療状況に分けて、複

数提案する必要がある。今回は、その素案を提示する。  
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